
1 はじめに

14世紀を通じて周辺の都市や自治共同体を支配

していったフィレンツェ共和国（Repubblicadi

Firenze）は，1406年のピサ征服をもってトスカー

ナ地方の北部の大半を占める領域を有するようにな

り，その総面積は約12000�に及んだ。このように

一つの都市国家が複数の都市国家を併呑し，一地方

の大半を領域とする状態にいたったものを，キット

リーニは「地方領域国家」（statoregionale）と呼

んでいる1。

フィレンツェがトスカーナ北部に覇権を確立する

過程は，ゾルジによれば，3段階に区分できる2。

第1段階は13世紀中葉から14世紀前半にかけて，

フィレンツェがコンタードと呼ばれた周辺地域に支

配を確立し，トスカーナの他のグエルフ（教皇派）

都市と同盟した時代である3。次が14世紀前半から

1378年の対教皇庁戦争（八聖人戦争）にいたる時

代で，この時期にフィレンツェはコンタードの外部

へ領域を拡大し（この新規に獲得された領域はディ

ストレットと呼ばれた），ピサやルッカ，そしてそ

の背後にいるミラノと対立した。さらに，1384年

のアレッツォ征服から始まる第3段階では，トス

カーナに進出を図るミラノと対峙することとなり，

最終的に1440年のアンギアーリの戦いでミラノに

勝利して，トスカーナ地方の北半分に覇権を確立し

たのである。この過程において，従来はフィレンツェ

に比肩する勢力であったトスカーナ北部の諸都市

（ルッカを除く）とそれらの支配領域は，フィレン

ツェの下に置かれた。

このような「フィレンツェ国家」の在り方・構造

は，数十年来のイタリア中近世史研究における，中

世末期の北・中部イタリア都市の領域支配への関心

の中で，上述のキットリーニをはじめとして，ファー

ザノ=グアリーニ，キルシュナー，マルティネス，

フビーニらによって，また近年ではゾルジやタンツィー

ニ等によって研究されてきている。特に関心の対象

となっているのは，「領域国家」としての性格や構

造で，ファーザノ=グアリーニ，タンツィーニなど

は，ここに近世的な領域国家支配の萌芽を見ようと

しているし，キットリーニの研究はより慎重ながら，

領域支配構造が次第に集権的になっていく方向を見

極めようとするものである。

筆者は既に，領域行政や領域へのポデスタ派遣の

システム等の検討を通じて，フィレンツェ共和国の

領域支配の意識と実態の解明を試みてきた4。そう

した観点をさらに進め，本稿では，1409年の都市
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条例案の内容を領域支配意識という側面から検討し

てみよう。最終的に施行されなかったこの条例案は，

有名な1415年条例の陰にあって，従来の研究では

関心を払われてこなかったが,タンツィーニの研究

によって改めてその意義に目が向けられた。本来，

多面的な分析の必要な史料であり，本稿で行なうの

はその分析の一部に過ぎないが，フィレンツェ共和

国の領域支配の在り方を探る手がかりの一つとし，

中世末から近世初頭の領域国家をめぐる考察に資す

るものとしたい。

2 フィレンツェ国家の領域支配の性格

15世紀前半のフィレンツェの領域支配について，

これを近世的な国家領域支配へ展開する土台と評価

する研究者もいる5のに対して，ゾルジは中世的な

コンタード支配の延長に過ぎないと見ている。フィ

レンツェは，トスカーナ北部での一円的な領域支配

の確立を意図したのではなく，支配下に組み込んだ

領域の統治上の安定を目指したに過ぎないというの

である。いわゆる「コンタード征服」によって，本

来的に都市固有の支配領域であると認識されていた

地域を支配下に収めると，次にはその固有のコンター

ドを防衛するべく，周辺地域を征服し，一種の緩衝

地帯を作った。そして，その緩衝地帯からミラノの

影響力を駆逐する努力が，1384年以降の対外政策に

反映する。つまり，フィレンツェとしては，領域内

の諸共同体を政治的にコントロールできればいいの

であって，中央集権的な支配を目指す必要はなかっ

たということになる。フィレンツェと従属都市は双

務的な関係にあり，それはあくまで「同盟」関係で

あった6。当時の法学的理解によれば，従属共同体

はあくまでも条約によってフィレンツェの支配を受

け入れたのであるから，フィレンツェはこの同盟関

係を尊重しなければならなかったのである7。

しかしながら，14世紀末からフィレンツェは，

領域支配の再編を積極的に進めてもいた。その背景

には財政的理由があったと考えられる。共和国の財

政基盤は都市フィレンツェとその固有のコンタード

にあって，その外側のディストレットの都市・自治

共同体は，原則として財政的自律性を認められてい

た。ところが，14世紀後半に続いた戦争によって

財政が逼迫したため，フィレンツェ政府はディトレッ

トの一部をコンタードに再編し，財政基盤の拡充を図

る8。さらに1419年には，領域行政を統括するコンター

ド・領域監督五人委員会（Cinqueconservatoridel

contadoedominiofiorentino）が創設され，コン

タードとディストレットの別を問わず，フィレンツェ

に従属する都市や自治共同体の独自の課税権は否定

された9。また，後述するように，領域の従属都市・

共同体には独自の条例制定権が認められていたが，

14世紀末までには，従属共同隊が制定あるいは改

定した条例は，フィレンツェ当局の認証を得なけれ

ばならない，という制度ができ上がっている。こう

した実情を見れば，双務的な同盟関係を建前とする

とはいえ，あくまでもフィレンツェ政府の思惑・方

針が領域に透徹するのである。

領域における法的多元性とこれを統括しようとす

るフィレンツェ政府の意向とをすり合わせるなかで，

フィレンツェの固有法（iusproprium）たる都市

法は,支配領域全体の普遍法（iuscommune）と

見なされ得る，という主張も現れた。「帝国」とい

うキリスト教世界の理念的秩序と現実の権力の在り

方の解釈とも連動しながら，普遍法と個々の王国や

都市の固有法との関係は，14世紀以降のローマ法

学の関心の一つであった10。そして，ローマ法学者

達は皇帝を普遍帝国の統治者としつつ，「王は王国

内では皇帝である」という概念をもって，皇帝の下

位にある王や都市が自国領域の中で皇帝に匹敵する

権力を行使することを認めるようになっていた。フィ

レンツェがその領域において「皇帝」として振る舞

えるなら，その法は領域全体に適用される普遍法と

なるという立論もあり得よう。

しかし，15世紀初頭，フィレンツェの法制度改

革の試みに関与した法学者カストロのパウルスは，

領域支配における法的多元性を容認する「助言」

（consilium）を共和国政府に与えた。即ち，領域

のポデスタ管区が独自の条例を持たないならば，そ

こにフィレンツェの条例が適用されるべきであるが，

「くだんのポデスタ管区がフィレンツェのコムーネ

に承認された独自の条例を持っている以上は，適用

されるべきではない」（necillasuntservanda

postquam dictapotestariahabetpropriastatute

confirmataacommuniFlorentiae）と断じたので

ある。領域の従属共同体の条例に優越する上位法と

してフィレンツェの条例があるのではなく，両者は

同列に置かれるもので，前者が存在すれば，後者は

適用されないという論理である11。

結局，フィレンツェの都市法の法的優位をめぐる
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議論は，容易には決着しなかった。その結果，法的

多元性を認めつつ，これを制御するという仕組みが

持続することになったのである。

3 1355年の条例から1409年の条例案へ

現存するフィレンツェ共和国の都市法のマニュス

クリプトは，30以上に上る。最も古いものは1292

年に，最も新しいものは1494年に制定された条例

である。特に重要なものとしてはまず，1322年の

ポデスタ条例（StatutodelPodest�a）および1322

～1325年のカピターノ・デル・ポーポロ条例

（StatutodelCapitanodelPopolo）が挙げられ

る12。これらは豊富で具体的な内容を持つ初期の都

市法であり，ここに含まれる規定は少なからず，そ

の後の条例にも引き継がれた。15世紀末までフィ

レンツェの政治体制の基盤となるプリオーレ（執政

委員）制について，具体的な規定の見られる最初の

都市法でもある13。

この1322～25年の条例の内容を元にしつつ，

1355年に改めてカピターノ条例とポデスタ条例が

制定された。フィレンツェ国立文書館にはこれら2

種類の1355年の条例について，ラテン語のものと

俗語のものを合わせて12のマニュスクリプトが所

蔵されている14。ここからも，14世紀のフィレンツェ

で1355年条例が重視されていたことが，推測され

よう。1355年に条例が再編された理由は，それま

での30年間に変化した政治状況に対応する法律が

必要だったことにあろうが，加えて，1343年に起

こったアテネ公に対する反乱にも遠因があったらし

い。アテネ公ゴーティエ・ド・ブリエンヌは1342

年にフィレンツェのシリョーレ（独裁的権力を持っ

た統治者）として，都市から市政を委ねられたが，

その政治手法が市民の反感を買い，追放された。こ

の時，多数の公文書類が失われ，その欠損を補う必

要のあったことが，新条例制定の背景にあったと指

摘されている。

1355年の条例は手を加えられながら，半世紀に

わたってフィレンツェの法的基盤となった15。興味

深いのは，俗語で書かれた2冊の条例の存在であ

る。これらは，ラテン語で書かれた2種類の条例

のそれぞれを，一般の市民でも容易に読めるように

俗語に訳したものであり，ラテン語の正本ほどの丁

寧な作りではないものの，紙ではなく羊皮紙が用い

られていて，彩色の文字も書き込まれている。こう

した点から，簡単な写しとして作られたわけではな

いことが判る16。通常，条例は参照され得るように

設定されていたが，日常生活でラテン語に触れる機

会があるとはいっても，一般の市民がラテン語の条

文を読むことには困難が伴ったであろう。実際，

（少なくとも15世紀初頭には）評議会での審議で政

令の議案（ラテン語）が出される時に，「俗語で」

（vulgariter）読み上げられたことが，政令審議の

記録から判る。都市法についても俗語版があれば，

当然ながらそちらを参照したであろうし，むしろ市

民の意識にある条文はラテン語ではなく，俗語のも

のであったかもしれない。

しかし14世紀後半の間に，フィレンツェを取り

巻く政治的状況はさらに変化していった。特に大き

な変化は，フィレンツェの支配領域の著しい拡大で

ある。この領域行政を担う役人として，フィレンツェ

市民が領域の各共同体のポデスタやカピターノ・デ

ル・ポーポロに選出され，半年任期で領域に派遣さ

れるようになった。しかし，このような形で領域に

ポデスタやカピターノの行政管区が整備される一方，

前述のように，領域の諸共同体はそれぞれ条例制定

権を認められ，フィレンツェの都市法とは別の条例

を有していた。支配都市たるフィレンツェの固有法

15世紀フィレンツェ共和国の領域支配意識
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図１ 1409年条例案の表紙（ASF,StatutidelComune

diFirenze,23,coperta）



と多数の従属共同体の固有法とが，フィレンツェの

支配領域の内部で並存していたのである。フィレン

ツェ共和国の政治と都市フィレンツェの政治は重なっ

ているにもかかわらず，共和国領域全体を統轄する

ような規定は，フィレンツェの都市法に存在しなかっ

た。そもそも領域共同体のポデスタやカピターノは，

共同体の外部から行政官が招聘される形を取る。即

ち，形式的にはフィレンツェ市民が各領域共同体に

招聘されるのであり，招聘側の法的自律性を前提と

したシステムなのである17。

こうした状況において，14世紀末に都市条例の

抜本的な改革が意識されるようになり，その結果と

して，1409年に新条例が起草されることとなった。

現在，フィレンツェ国立文書館に所蔵される1409

年条例案のマニュスクリプトの閲覧は，CDに保存

された電子ファイルに限定され，現物を手に取って

見ることができない。しかし，文書館の目録やファ

イルの図像によれば，鋲を打った革張・木製の表紙

（縦54cm×横37cm）が付けられた，大部な羊皮紙

の冊子体（全445葉）であることが判る（図1）。

しかし，最初に触れたように，1409年条例案は

施行されず，1415年に別の条例が制定・施行され

た。15世紀のフィレンツェ共和国の法律の基盤と

なったのは，この1415年条例である。1409年条例

案が正式の条例として施行されなかった様子は，未

完のまま残されている史料状態からも明白である。

第１章前文の冒頭部分を除けば，各条項の冒頭にあ

るべき朱書きの大文字
キャピタル

は存在せず，ただその目印と

なる文字が薄く小さな文字で書き込まれているのみ

である。また，重要な都市法は何種類もの写本が作

られるが，未施行に終わったこの1409年条例案を

記したものは，1冊しか存在しない。しかし，その

唯一の記録が，正式のものと同様の装丁で保存され

たということは，後々にも参照される可能性が前提

とされていたことを推測させる。実際，この条例案

にはいくつもの修正や書き込みが確認され，それら

が1415年条例に反映されている18。従って，1409

年条例案が15世紀初頭のフィレンツェにおける法

的・行政的意識を結晶させたものであることは疑い

なく，ここから当時の共和国行政の背景にある支配

意識を見出すことは妥当であろう。

4 1409年条例案の背景と新規性

1409年の条例策定への動きは，1394年から始ま

る。チォンピ一揆に続く政治的混乱が収拾され，新

体制となった政府は新たな都市法の制定を考え始め

た。1394年12月の政令（provvisione）は，「約40

年間にわたって，コムーネの条例もまたその条文も

再考・修正されてこなかったこと，そして，くだん

のコムーネの新旧の条例，改正法，政令，さらに規

定の多くが，都市法集成に入れられないままでいる

こと」（quodaquadragintaanniscitravelcirca

statuta et volumina statutorum communis

predictide novo revisa etexaminata non

fuerunt,etmultitudinem qua tam veterum

quam novorum statutorum etreformationum

ac provisionum etaliorum ordinamentorum

dicticommunisexistentium extra volumina

statutorum）を指摘し，この状況を改善するため

の新法制定を提案している19。

しかし，法案策定のための法律顧問の人選まで図

られながらも，それ以上の作業が進められることは

結局なかった20。漸く1408年になって，具体的に

新都市法の制定が準備されることとなる。同年

10月に政府は，「条例や規定や改正された法や政令

を取り上げ，確認し，調査し，検討する」（habendo

advidendorecircandoetexaminandostatuta

ordinamentareformationesetprovisiones）と

いう職務を担わせるべく，2ヶ月後の12月に「有能

で経験を積んだ市民法［ローマ法］の博士である法

律家を」（virum judicem doctorem juriscivilis

sufficientumetpraticum）1名選定し，さらに10

名の策定委員を市民から選出する議案を提出した。

この議案は，フィレンツェの二つの評議機関である

ポーポロ評議会とコムーネ評議会で審議され，前者

では192名の出席者中147名，後者では138名の出

席者中136名の賛成を得て可決され，政令となって

いる21。

この結果，「極めて経験豊かであると見なされる

外国人の法律顧問」（unusiurisconsultusadvena

quiperitissimushaberentur）として，「聡明で市

民法の研究によく通じた人物」，法学者ジョヴァン

ニ・ダ・モンテグラナーロが選任され，彼に指導さ

れる9人の策定委員も選ばれた22。委員の人数が1

名減った理由は判らない。同年12月17日の行政諮

問会の記録にわずかな言及があるが，人数削減に関

わる内容はない23。

策定委員のうちの大半は，当時のフィレンツェの
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政治体制の中心に近い位置を占め，特別委員会（バ

リア）のメンバーとして市政に関わった経歴を持っ

ていた24。中でも目を引くのは，マーゾ・デリ・ア

ルビッツィが含まれることである。チョンピ一揆の

混乱を収拾した1393年以降のフィレンツェの体制

において，マーゾは中心的な位置を占めていた。

1393年9～10月期に最高行政職の一つである正義

の旗手（ゴンファロニエーレ・デッラ・ジュスティ

ツィア）に選出されたのをはじめ，フィレンツェの

政治に大きな影響力を持っていたのである。実質的

に当時の体制を作り上げていった人物であり，1409

年の都市法改定でも中核的な立場にいた可能性があ

る25。

条例制定の背景については，同条例案の文章その

ものにおいて詳述されている。「法の起源について」

（Deorigineiuris）と題された第 1章前文の前半

部分がそれである。ここには，当時のフィレンツェ

が置かれていた法的環境と，それに関する当局と起

草者達の認識がうかがえる26。

「1408年9月から10月にフィレンツェの公事の

先頭に立つという職務を担ったアルテの偉大なるプ

リオーレ達と正義の旗手は，我々が目下想定してい

るように，まさしく良くかつ慎重に次のように考え

た。国政を司るうえで確実で安定した形態が配され

るように，すべての国務においては，殊に有力な王

国や都市の統治においては，秩序が必要である。

だが，不分明でしかも混乱して国務が行なわれて

おり，また混乱が続くであろうがゆえに，確固たる

ものは何もありえず，何事も確立されず，永続でき

ない。むしろすべてが混沌とせしめられ，遠からず

崩壊するのは必定である。このかくも広大で力ある

都市の統治において不確実な道理と法によって，と

いうよりむしろ混沌とし混乱するなかで，非常に多

くの物事が処理され，それ故に公的であれ私的であ

れ多くの不都合が伴い，この都市の政治体制

（status）もいつの間にか動揺せしめられるのを彼

ら［プリオーレ達］は見た」。

Bene quidem prudenterque cogitaverunt

Magnifici viri priores artium vexilliferque

iustitie,quibusannomillesimoquadringentesimo

octavo mensibusSeptembrisatque Octobris

preesseflorentinereipublice,utnosnuncpre-

sumes,sorteobvenit,quodinomnibusnegotijs

etmaximeingubernationeregnorum civitatumque

potentum necessarius estordo etutcerta

stabilisquerebusgerendisformasitattributa.Et

quod unde indistincte atque permiste res

agunturetconfusevivatur,nichilstabilenichil

firmum autperpetuum essepotest.Sedomnia

perturbari et infra non longum temporis

spatium corruere necesse sit.Videruntque

pleraque in gubernatione huius tam ample

civitatistamquepotentisnoncertisrationibus

legibusque administrarised confuse potius

atqueimpliciteEtindeposseetmultascum

publicastum privatasincommoditatessequi

statumqueeiussensimlabefactari.

ここで強調されている政治的・法的混迷としては，

1378年に起こったチョンピ一揆とそれに続く政治

的混乱，さらにミラノ公国との戦争と財政難を切り

抜けてきた1393年以降の体制も含まれていよう。

しかし，その中での大きな関心事は，そうした政治

的状況への対応というよりも，見直されないままに

累積してきた法の整理・一元化にあった。そのこと

は，上の文章に続く次の文言から看取できる。
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図２ 1409年条例案前文（ASF,StatutidelComune
diFirenze,23,c.1r）

このページにおいてのみ，大文字（冒頭の一文・Bene

quidem prudenterque.....・の最初の大文字 B）が朱書き

されている。



「実のところ混乱はそこから始まっていた。この

都市が統治されるうえでの多くの規定と制度が，即

ち法規範を定めることを目指すものだけでなくさら

に役人の職務について規定するものまでが，かくも

まちまちだったからであり，そのいくつかのものは

あまりに知られていないために，わずかな者しかそ

れらを認識していないほどだったからである。その

うえ多くの規定が相互に矛盾していて，正反対のも

のさえあり，同じことについて異なる時々に，一つ

ではなく同じ効力を持つ複数の法規が公布されて定

められた。さらにいかなる規定も制度も改訂を要す

るとは見られず，それらについて別の形で公益が配

慮される必要があるとも見なされなかった。それ故

に，間違いなくこの50年来，フィレンツェ市が神

の恩寵と豊富な助力を最大限に受けて，かつては狭

い範囲を囲んでいたその領域の境界を何倍にも拡大

するにつれて，逆にこれらの矛盾する法規が生じた

のである。そして，非常に多くの城塞のみならず都

市も，フィレンツェの言葉に従った。そこで，戦争

と交渉の在り方が多様になったために，多くの公的

規定や制度が見出されるにつれて，多くの様々な規

定が日々時々に制定されることが不可欠となった。

物事と時とが非常に多様であるなかで，ときに自己

矛盾を起こす法規が公布されたり承認されたりする

ことは避けられなかった。それ故，規定と制度の大

きな混迷の中で，さらにより本当のところを言うな

ら，それらの混乱の中で正しい認識を得ることが最

大の困難となり，非常に重荷となった」27。

Que vero confusio inde initium traxerat

quoniammultelegesatqueinstitutaquibushec

regitur civitas non solum ille que ad ius

dicendum spectantsedetilleinsuperquede

magistratuum officiisdisponuntitaerantdis-

perseetquedam tam ignoteutadpaucorum

notitiam pervenissent.Multeetiam adinvicem

repugnantesetaliquepenituscontrarieetde

eademrediversistemporibusnonunasedplures

leges vim eamdem habentes promulgate

reperiebantur.Non nulle etiam legesatque

instituta esse videbantur que correctione

indigerentetdequibusalitercaveripublica

exigeretutilitas.Iccircoautem hecevenerant

quoniam a quinquaginta firme annis citra

florentinacivitasdivinafaventegratiadivitiis

[sic]opibusqueplurimum ad auctaagrorum

suorum terminosmultum dilataverat,quiprius

angustisfinibuscontinebantur.Etplurimanon

solum castella sed etcivitatesdictionisue

subiecantur.Undenecessarium fuitquodpro

diversitatebellorum negotiorumquequemulta

etvariaquotidieintemporegerebanturutmulte

legesetinstitutapublicaodorentur.Intanta

ergorerum ettemporum varietatenonpotuit

evitariquin aliquando discrepantesinterse

legesproferrentursancirenturque.Summaideo

difficultaseratetlaboriosum nimisintanta

legum etinstitutorum perplexitateatque,ut

veriusdicamus,confusioneearum cognitionem

consequi.

ここに述べられている法的混乱，矛盾する法規が

混在する状態は，まずもって変転するフィレンツェ

の都市の内政に関わるものであろう。しかしながら，

「領域の境界を何倍にも拡大するにつれて，逆にこ

れらの矛盾する法規が生じた云々」というくだりは，

領域行政に関わる問題，たとえば，領域行政官の管

轄や従属共同体の位置づけに関わる法的矛盾をも示

唆しているように読める。支配領域の拡大に伴って

必要が生じる都度に作られていった法規定が，統合

されないままにフィレンツェ領域に混在していたか

らである。

1355年のポデスタ条例にも，フィレンツェから

領域に派遣される行政官としてのポデスタの役職に

関する規定は存在する28。しかし，勿論，それで領

域全体の行政機構を包括することができたわけもな

く，個々の地域や状況への対応は，政令等，都市法

とは別の法規定を定めて行われていた。それらは，

前文に言うように，矛盾することもあったろう。ま

た，先に触れたように，フィレンツェから領域の各

共同体へ派遣されるポデスタやカピターノは，形式

的には後者に招聘されるもので，彼らにはフィレン

ツェの法と利益よりも任地の法と利益を優先する義

務があった。14世紀後半にフィレンツェ共和国の

支配領域が著しく拡大した結果，このように1355

年の都市法を基盤としながら，地域・状況ごとに個

別対応が行われる体制では，領域支配に関わる法的

な諸問題を体系的に処理しきれなくなっていたと考

えられる。そこで，「この困難と混乱のいずれもが
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取り除かれるためには，総てが区分され，然るべき

形に収められるべき」（Prohisergodifficultatibus

acconfusionetollendisutqueomniadistinguere-

nturetincertam formam redigerentur）29であ

るという認識が生まれ，大々的な都市法の見直しが

行われることとなった。

先述のように，既に1394年12月の政令は，長年

の放置による法規制の混乱と矛盾を指摘し，1408

年10月の政令も，条例や規定や政令等のうちに存

在している矛盾や「余分なもの」，不合理な要素の

処理を明言している。しかし，この前文ほどに詳し

く且つ領域全体の支配をうかがわせるような表現は

ない。前文が示す現状認識は，先行する政令の認識

を継承したのみならず，特に策定委員達と法律顧問

たるジョヴァンニ・ダ・モンテグラナーロが有して

いたものと言えよう。そもそも，こうした編纂の経

緯や動機が，条例の前文中でかくも詳述されること

は異例である。また，前置きとして主キリストや聖

母に捧げる定型の文言がなく，いきなり上記のよう

な内容に入る点も一般的な条例の形式を逸脱してい

る30。こうした点からも，1409年の条例起草の理

念が，従来とは異なるものであったことが考えられ

る。

タンツィーニは，この前文の表題 ・Deorigine

iuris・および次の項目の表題・Delegibus・が，ロー

マ法の学説集『学説彙纂』第1書の第2節および

第3節の題目に一致するところから，この条例全

体がローマ法を意識したものであることを指摘す

る31。彼も認めるように，内容的にはこれら2つの

条項と『学説彙纂』との間に関連性はない。それで

も表題の一致によって，この新法の背後にローマ法

という普遍的な法律の存在を窺わせ，新法の正当化

を図ったというのである。確かにこうした抽象的な

題目は,通常の都市法には見られないものである。

タンツィーニの主張するような意図が，実際にあっ

たかどうかは判断しかねるが，少なくとも『学説彙

纂』の構成から影響を受けている可能性は高い。

また，この前文の後半部分には，条例全体の章構

成が簡潔に列挙され，該当ページを指示する書き込

みが右脇に加筆されている。通常の都市法において

も各章冒頭に目次が付されるが，前文でその都市法

全体の章構成が示されることはない。勿論，都市法

は，一定の秩序や理念に従った章構成を有している

が，それがこのような形で明示されることはないの

である。ここに法体系を秩序立てようとする策定委

員，特に法の専門家であるジョヴァンニ・ダ・モン

テグラナーロの意思を見ることは可能であろう。

具体的には，第1章はプリオーレをはじめとす

る重要な役職に関する規定であり32，第2章はその

他の官職について規定する33。第3章には進行中の

大聖堂新築工事に関するものを含め，領域内の教会・

修道院の管理に関する規定がまとめられている。都

市の宗教的中核である大聖堂をはじめとして，教会

や修道院の管理に都市当局が深く関与するのは当然

のことであったが，それがこうした形で条例にまと

められているのは興味深い34。そして第4章に，我々

の関心事である領域支配に関わる規定がまとめられ

ている35。第5章はフィレンツェの都市外から招聘

される，ポデスタ等の外国人役人についての規定36，

第6章は民事訴訟に関する規定，第7章は同業組

合（アルテ）に関する規定と税務関係の規定37，第8

章は様々な罰則規定であり，後半部分に「特別規定」

（Incipittractatusetmateriaextraordinariorum）

として，随時必要に応じて定められてきた規定がま

とめられている38。そして，最後に第9章として，

13世紀末に作られた「正義の規定」（Ordinamenti

dellaGiustizia）の内容が更新されたうえ，全文収

録されている39。

但し，かなり多くの規定は1355年条例以来の規

定を引き継いでいる。表現そのものを引き写してい

ることも多く，1355年（勿論，それ自体が1322～

25年の条例の内容を取り込んでいる）によって定

められた法規範は，基本的に健在であったことが判

る40。さらに，本来であれば訂正されて然るべき内

容が放置されている箇所も見られる41。その意味で

は，1409年条例は1355年の条例の内容を一新した

わけではない。むしろ，それまでの50年間に個々

に定められた規定を整理し，体系的にまとめ直すこ

とが，この新都市法制定の重要な意味であった42。

5 フィレンツェの領域支配の意識と構造

このように，既存の法規定の相互に整合性を持た

せ，全体をまとめ直すことに重要性があった1409

年条例案であるが，その第1章第1条「法規につい

て」は，従来の都市法には見られなかった明確な領

域支配意識を示している43。

「我らがフィレンツェの都市はその全領域と共に

我らの法規定によって治められ，支配されることを
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我々は定める。それは，我らの固有の領域の諸地域

が，かつて我らの権威の下で作られあるいは確認さ

れた法規なり法なり条例なりに服したことがない限

りにおいてである。しかるに前述の領域とその諸地

域とは，都市，地域，カステッロ［防衛集落］，城

塞，村落，海，港，島，沼沢，谷，高地，山地，そ

して，我々の誰によってであれ，我らの名において

統治され，支配され，維持され，領有されている場

所，そして，何らかの同盟ないし特別な協約によっ

て我々と結ばれたのでない限りは，将来，極めて有

利な状況で獲得されるであろう場所，そうした場所

をどこであろうと指すものとする。その限りにおい

てそれらの地域が，かかる同盟や協約によって，安

堵されるべきことを我々は望み，命じ，定めるもの

である」。

Urbem nostram florentinam cum toto

territorio legibus nostris regiet gubernari

decernimus,nisietquatenuslocanostriterritorii

propriismilitarentlegibusiuribusvelstatutis

que tunc nostra auctoritate confecta aut

confirmatafuerint.Territoriumautempredictum

etlocaeiusdecernimusforecivitatesterras

castraoppidavillasmareportusinsulaspadules

aquasvallesalpesmontaneasetlocaquecumque

quepernosquoslibetetnostronominereguntur

gubernanturtenenturvelpossidenturetin

futurumfaventealtissimoacquirentur,nisialiquo

federevelspecialipactonobisjunguerentur,

[sic]queeatenusfitsuisfederibusetpactis

conservarivolumusiubemusetdecernimus.

フィレンツェの支配する「領域」（territorium）

の概念が，ここに明示されている。それはフィンレ

ツェの名において「統治され，支配され，維持され，

領有されている」全地域であり，将来的にフィレン

ツェが獲得する地域も含まれる。その全域が，一つ

の法の下になければならないのである。当時はアレッ

ツォ征服からピサ征服までに至る時期で，フィレン

ツェの支配領域は急速に拡大していた。そうした現

状に応じて，フィレンツェ共和国の支配下に入った

「全領域」が，フィレンツェの都市法の下に置かれ

ることが強調されるのは，蓋し当然であろう。都市

国家連合を脱して領域を一円的に捉えようとする意

識の存在を，その背後に想定することができる44。

さらにこの意識は，皇帝からフィレンツェに領域

支配権が公認されたことによっても，強化されたと

思われる。1401年，皇帝ループレヒト（位1400-

10）はフィレンツェからの経済的支援の代償とし

て，共和国の支配下に服した地域の司法権をフィレ

ンツェに特権として認可した。同時代のフィレンツェ

人ブオナッコルソ・ピッティの回想録によれば，

1401年，「我らがコムーネは皇帝に10万金フィオリー

ニを贈り」，「皇帝権（imperio）からの特権として

我々が得た領域の支配権を皇帝が確認し，さらに同

様にしてアレッツォ，モンテプルチャーノ，当時，

我々が領有していた帝国領域（imperio）の他の総

ての地域が譲られた」のであった45。

実際にこの特権付与の文書は，1401年7月4日

付で交付されているが，そこでは支配領域へのフィ

レンツェ都市法の適用がより明確になっている。即

ち「前述のフィレンツェ市，そのコンタードと領域，

そして上記と下記の諸都市，土地，地域は，くだん
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図３ 1409年条例案第１章第１条～第４条（ASF,
StatutidelComunediFirenze,23,c.1v）

各節の冒頭部分の大文字が抜けており，その代わりに

下書きの小さな文字が書き込まれている。たとえば，画

面では，左上の第1条冒頭の単語は・Rbem・と見えるが，

その左方にv（u）が薄く書かれており，本来は・urbem・

である。



の［フィレンツェの］ポーポロとコムーネによって

選任された役人によって，その役人が市民であれ外

国人であれ，前述のポーポロとコムーネの現行のあ

るいは将来編纂される法と規定の形式に則って，支

配され，統治されるべき」であるとして，それ以外

の権威に基づく統治は排除されるべきである旨が明

言されているのである。この特権を得たことは，

1409年条例案の第1条に見られる領域支配理念を

支持したであろうし，その文言そのものに影響した

可能性もある46。

但し，条例案においては付帯的な条件として，

「かつて我らの権威の下で作られあるいは確認され

た法規なり法なり条例なりに服したことがない限り」，

「何らかの同盟ないし特別な協約によって我々と結

ばれたのでない限り」とあることが目を引く。前述

のように，フィレンツェと領域の共同体とが同盟関

係にあって，後者の法がフィレンツェによって承認

されたものである場合，それに重ねてフィレンツェ

の法を適用することはできないという結論が既に出

されていた。それを踏まえてのことと考えられる。

フィレンツェを中心とする一円的な領域の理念と，

従属共同体に対して，フィレンツェが圧倒的な優位

性をもって自らの法を強制することはできないとい

う現実との妥協が，ここに透けて見える。

この法的多元主義は，これに続く部分でさらに明

らかになる。

「そして，総ての者が，服属するいかなる者達も，

そして将来服属せしめられるべき者達も，我らの法

規定により，我らの司法権，権力，そして支配に結

びつけられ，これと共に生き，その下に置かれるこ

とを我々は命ずる。但し，我らの領域の個々の地域

にあって常に自主的に作られた条例や法による場合

を除く。それらの条例や法は，我らの権威の下で制

定され，あるいは確認され，そしてその後，その場

所に保管されているはずである。また，何であれ前

述の地域のそれぞれで一般化している慣習に従う場

合も除く。

我々は，上述の総ての領域が，今ここでフィレン

ツェの都市の名の下に統括されるべきであると定め，

その我らの都市フィレンツェが，それぞれ然るべく

適所に我々が配するはずの役職を通じて，統治され

支配されることを望む。しかるに前述の役職とそれ

らの役職を担わなければならない役人達が，当該箇

所で規定されているように，選ばれ，任命され，抜

擢され，あるいは選出されることを我々は望むもの

である」。

Etnostrislegibusligarivivereetafficiet

omnesnostreiurisdictionipotestatidominioque

quoslibetsubiectosetinfuturum subiciendos

iubemus;salvissemperspontalibusstatutiset

iuribuslocorumsingulariumnostriterritoriique

nostraauctoritatefactavelconfirmatafuerint

quetuncsuislocisserventuretsalvisinomni-

buspredictisconsuetudinibuscuiusquedictorum

locorum.

Civitatem nostram florentinam cuius

appellatione ad hoc totum territorium

supradictum decernimus comprehendi, per

offitia de quibus et prout in suis locis

disponemus,regivolumusetgubernari.Offitia

autem predicta et offitiales eis presidere

debentes creari deputari extrahi vel eligi

volumusutinsuislocisdescribitur.

共和国領域の従属共同体は，フィレンツェの「司

法権，権力，そして支配に結びつけられ，これと共

に生き，その下に置かれる」べきことが明言される

一方で，各地域固有に定められた法規が，フィレン

ツェから認証されていれば，これがフィレンツェの

法に優先することも認められている。これらの領域

は「フィレンツェの都市の名の下に統括されるべき」

である。しかし，フィレンツェの都市法は，支配都

市の法であるが故にフィレンツェ共和国全体の法律

という側面を持ちながら，必ずしも各領域共同体の

法の上位に置かれているわけではない。前述のよう

に，征服される以前にコムーネとして自治権を有し

ていた共同体は，フィレンツェ支配下に入っても，

従来の権利を基本的に認められた。それは，これら

の従属共同体と支配都市フィレンツェとの関係が，

一種の同盟関係と認識されたからである。

このように一円的支配を志向しているようであり

ながら，実態としては，法的多元性を領域に認めざ

るを得なかったのが，当時のフィレンツェ共和国で

あった。それ故にこそ，法的に多元化している領域

をどのように統括するかが，フィレンツェ政府の大

きな関心となったはずである。領域の従属共同体の

固有法は，フィレンツェ政府によって認証された限

りにおいて発効し得た。1409年条例案の第2章第
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149条に，「［プリオーレ］閣下方はコッレージ

（補佐委員会）と共にコンタードの条例を認証でき

ること」という条項がある47。認証（approvazione）

はプリオーレとコッレージ自身あるいは代理を通し

て行われることになっており，認証委員は「代理」

と位置づけられた。この認証制度を通じて，領域共

同体の固有法はフィレンツェによって制御されたの

である。ファーザノ=グワリーニによれば，既に

1380年頃から4人の認証委員（approvatori）の存

在が確認されるが，タンツィーニによると，それ以

前からコンタードの共同体の法規がフィレンツェ当

局によって認証されていた形跡がある48。

重要なのは，「フィレンツェのコンタードとディ

ストレット」の従属共同体・都市の条例について，

当局が「前述のフィレンツェのコムーネの名誉と人々

の利便に合致すると思われるように，条例を修正し

変更し，これに追加ないし削除する」（eacorrigere

etmutareeteisaddereetdetrahereprouthonori

dicticommunisFlorentieetutilitatihominum

convenirevidebunt）ことができると，この第149

条に明記されている点である。また，従属共同体が，

条例の認証を受けた後に，無断でそれを改変するこ

とを禁じる規定も見出される。第4章第76条「ポ

デスタは，認証されたコンタードの条例を遵守しな

ければならず，また認証されたものは，上記の共同

体によって削除されえないこと」が，それである49。

こうした制度によって，フィレンツェ政府は従属共

同体の固有法に介入する機会を確保していた。実際，

従属共同体ごとにまとめられ，フィレンツェ当局側

で保管された認証記録を見ると，既に14世紀末か

ら条例の内容や表現がかなり細かく検討・修正され

ていることが判る。たとえば，フィレンツェ南方の

サン・ドナート・イン・ポッジョの条例に関しては，

1406年から1407年の条例認証を確認できる。第

149条は，以前から実施されていた認証制度を改め

て明文化したことになる50。

また，かつてフィレンツェに比肩する有力コムー

ネであったアレッツォやピサの内政については，征

服後，フィレンツェ人の委員がこれらの都市の条例

改定のために派遣され，フィレンツェ共和国の支配

に沿った形に条例を修正・再編した。この作業には

被支配都市の市民も関与しており，地元の権力との

共同という形にはなっていたが，あくまでも上位に

フィレンツェ政府が存在することを前提としたもの

であり，またその後の改定については，やはりフィ

レンツェの認証を得る必要があった51。さらに個々

の事例に対する対応は，政令の形で行われていた。

1408年の政令議事録によれば，6月には，フィレ

ンツェ北方にあるサン・ピエロ・ア・シエーヴェの

レーガ（後述）のボデスタ選出に関するレーガの側

からの請願に対応して，選出方法を定めた政令が審

議・承認されており52，翌月にはフィレンツェ南西

のサン・ジミニャーノのポデスタと，共和国領域の

東北端に位置づけられるポデーレ・フィオレンティー

ノのヴィカリオのそれぞれ（相互に関係はない）に

ついて，権限を規定する政令も出されている53。

このように14世紀後半から進行していた領域行

政組織・制度の整備は，1409年条例案において初

めて，その体系化が試みられた54。たとえば1355

年のカピターノ・デル・ポーポロ条例には，レーガ

（同盟）と呼ばれるコンタードの行政組織の構成に

関する詳細なリストがあるが，領域行政そのものに

関わる規定が編纂されているわけではない55。既に

触れたように，同年のポデスタ条例も同様である。

勿論，フィレンツェの条例が領域行政に関わるす

べてを規定する訳ではなく，従属共同体の内政につ

いては，当該共同体それぞれの条例や規定が存在し

た。条例に体系化されたのは，フィレンツェの領域

支配に関わる側面である。それを明確に示すのが第

4章（「以下はフィレンツェのコンタードおよびそ

のレーガの役人に関する第４章である」との表題が

ある）であり（図4），ピサやアレッツォをはじめ

とするフィレンツェ領域の諸コムーネ・共同体の行

政・司法に関わる役人の職務内容や権限が，全99

条にわたって規定されている56。第1条「ピサの都

市のカピターノの役職と権限について」,第44条

「サン・ジミニャーノのポデスタの役職と司法権お

よび同地の他の共同体について」（この条項には，

前述の1408年7月の政令の内容がほぼ同一の表現で

組み込まれている）のように57，具体的な個別地域

のカピターノやポデスタ，ヴィカリオ（代官）の権

限・資格を定めたものが多いが， 第60条「フィレ

ンツェのコンタードおよびディストレットのポデス

タやヴィカリオの司法権，権威，権力について」や

第66条「フィレンツェのコンタードおよびディス

トレットのヴィカリオやカピターノは，コンタード

のポデスタあるいはその配下の役人を起訴できない

こと」のように，領域全体を包括する規定も含まれ
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ている58。相対的にピサに関わる条項が多いのであ

るが，これは，征服して間もないピサの統治が重要

な関心事だったためであろう。たとえば，第1条

ではピサのカピターノがフィレンツェ市民から選ば

れること，その配下の法律家等もピサ人であっては

ならないこと等が明記されている。

一方，第60条は，領域の各地を管轄する諸役人

について，特に負債者の処置に関する権限を規定し

たもので，多様な領域行政官が権限の点で等しく扱

われ，役職間あるいは地域間での差異の見られない

点が興味深い。領域行政に関わる役職をほぼ一括し

た「フィレンツェのいずれかの地域，レーガ，地方，

あるいは地区，コンタードないしディストレットの

いかなるポデスタ，ヴィカリオ，カピターノ，その他

の役人でも」（aliquispotestasvicariuscapitaneus

etseualiquisoffcialisalicuiusterreligeprovincie

etseulocicomitatusveldistrictusFlorenciae）

という表現は，従属共同体ごとの個別事情を捨象し

て，全領域に均一に及ぶことをイメージした，フィ

レンツェ政府の法的権限を示唆している59。第66条

も，ヴィカリオおよびカピターノとポデスタの権能

区分を領域全体の原則として定めたものである。領

域全体を統轄しようとするフィレンツェ政府の（直

接的には策定委員達に代表される）意識をここに見

出すことは，可能であろう。

領域支配権の認識という点では，第22条「アレッ

ツォの都市は永久にフィレンツェのコンタードに属

すこと」も示唆的である。1409年の時点では，ア

レッツォがフィレンツェ支配下に入って20年以上

を経ているが，改めてアレッツォの支配権をフィレ

ンツェが有することが明文化されている60。特にア

レッツォの都市とその領域について，フィレンツェを

「真の主人，統治者，為政者」（verum dominum

superioremetgubernatoremetadministratorem）

と位置づけ，アレッツォがフィレンツェの「至上権，

司法権，支配権，権力，支配の下に置かれ，これに

服属し，命令に従う」（subimperiojurisdictione

dominio potestate signoria obedientia et

dispositione）ものとする文言は，両者の関係が決

して同盟関係ではないことを明示する61。ピサにつ

いてはこうした表現がないが，これより数年後の

1413年に作成されたピサの条例改定録の前文には，

フィレンツェの「至上権と支配権の下で，ピサの都

市とコムーネが支配され，幸せに統治されている」

（…civitatisFlorentiesubcuiusimperioatque

dominio dicta civitasetcommune pisarum

regituretfelicitergubernatur）という表現が見出

される62。どちらの例でも ・imperium・の用語が

「至上権」と解釈され得ることは，興味深い。皇帝

権力に由来する・imperium・は，14世紀の間に前

述の「王は王国内では皇帝である」という理念に従っ

て，王がその領域内で行使できる至上の権力と認識

されるようになった。即ちこの表現において，フィ

レンツェは正しく領域の支配者ないし主人として振

る舞っているのである63。

おわりに

以上，1409年条例案の検討を中心に，15世紀初

頭のフィレンツェ共和国における領域行政を一考し

てみた。領域支配の構造はフィレンツェ共和国とい

う国家の在り方，さらには中世末期イタリアの領域

国家の性格にも関わる問題である。15世紀初頭の

フィレンツェ共和国について，明確に一円的な領域

支配を見出すことは無論，不可能である。一円的領

域支配の進行をある種の近代性と結びつけて考える

ことにも，慎重でなければならないであろう64。

しかしながら，本稿での分析が示唆する限り，

14世紀末から15世紀初頭にかけて領域支配概念が

大きく変化していたことは，認めることができよう。
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図４ 1409年条例案第４章冒頭（ASF,Statutidel
ComunediFirenze,23,c.186r）



ここでは基本的に，1409年条例案の背景にある理

念を分析したが，今後は第4章の内容のさらに詳

細な検討を通じて，領域行政の実態と支配理念とを

比較しつつ，15世紀のフィレンツェ共和国の国家

形態を検証したいと思う。
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2Zorzi,A.（2000）,11.
3フィレンツェ共和国の中核は，都市フィレンツェ（市

壁外の周辺地域を含む）である。さらにその周囲に広が

る農村領域はコンタードと呼ばれ，都市司教区の範囲で

あると同時に，原則的に都市の支配権に服すべきものと

想定された。清水廣一郎（1975），61-68；齊藤寛海

（2002），422-424．
4徳橋曜（2007）；徳橋曜（2008）．
5たとえばChittolini,G.（2005）.
6Zorzi,A.（2000）,8,22,30-31.
7Chittolini,G.（1996a）,11-13,27-35;Chittolini,G.

（1996b）,428-433;Guidi,G.（1981）,3-151.
8齊藤寛海（2002）,369-372,424;Guidi,G.（1981）,

164-165;Salvadori,P.（1996）,892-893;Salvadori,

P.（2000）,13-31;Petralia,G.（2000）,67-70.
9Molho,A.（1971）,42-44.Guidi,G.（1981）,175-177.
10Leicht,P.S.（1966）,152-155,158-159;Calasso,F.

（1954）,497-498;DeVergottini,G.（1993）,179-276;

Mazzacane,A.（1994）,338-340;Caravale,M.（1994）,

509-547;勝田・森・山内 2004）,135-138.
11Black,J.（2000）,58-63.Tanzini,L.（2005）,1-2.
12Caggese,R.（1910）;Caggese,R.（1921）.ポデスタ

は12世紀から諸都市で導入された官職，カピターノ・

デル・ポーポロは13世紀に現れた官職で，どちらも基

本的に外部から招聘される形を取った。14世紀のフィ

レンツェでは両者が上級行政官職として併存したため，

それぞれの権限に関わる内容を持つ都市法が，両者の職

名を冠して個別に制定された。なお，フィレンツェの都

市法制定の過程やシステムについては，特にTanzini,

L.（2007）が参考になる。
13 Zorzi,A.（2003）,130-133.
14 StatutidelComunediFirenze,10-20,22.
15 1365年以降に記述が追加されているマニュスクリプ

トが存在する。StatutidelComunediFirenze,16,17

e18.
16 StatutidelComunediFirenze,13（Statutodel

CapititanodelPopolo）e19（StatutodelPodest�a）.

カピターノ条例の表紙は革だけの簡略なもので，正式の
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条例のように鋲を打った板製のものではない。ポデスタ

条例のオリジナルの表紙は失われている。
17 FasanoGuarini,E.（1989）,78-80.Chittolini,G.

（2005）,224-265.Guidi,G.(1981),181-182,184-189.
18 StatutidelComunediFirenze,24,28,29e31;三

森（2006），5-8.
19 Provvisioni,Registri,83,246r;Tanzini,L.（2004）,

11e37.ここで言う「コムーネ」は，自治権を有する

都市共同体としてのフィレンツェを包括的に意味する。
20 Tanzini,L.（2004）,11-20.
21 Provvisioni,Registri,97,91v-92v,97v.前述の1394

年の政令はポーポロ評議会（当時はむしろカピターノ評

議会と称された）を239名中169名の賛成票（70.7％）

で通過し，ポーポロ評議会での可決を受けたコムーネ評

議会（当時はポデスタ評議会）の審議では，167名中146

名の賛成票（87.4％）を得ている。Provvisioni,Registri,

83,249r,252r.これに比して，1408年の政令は両評議

会ともより多数の賛成（76.5％と98.5％）で通過した。

特にコムーネ評議会（概してポーポロ評議会よりも賛成

多数となるのではあるが）においてほぼ全会一致で認め

られたことから，新都市法の必要に関する認識がさらに

広められていたことが推測される。ただ，プロトコッロ

（審議録）と呼ばれる記録が1394年と1408年のどちら

についても残っていないので，具体的な議論の内容は判

らない。
22 StatutidelComunediFirenze,23,1r.1408年10

月の政令で10名の委員は，フィレンツェの経済活動の

基盤であり政治団体でもあった21の同業組合（7大組合

と14小組合から成る）から選ばれ，8名は大組合の，2

名は小組合のメンバーであるべきことが明記されており

（Provvisioni,Registri,97,92r），実際に選ばれた9名

（条例案では名前が列挙されているのみ）のうち2名は

小組合のメンバーである。Tanzini,L.（2004）,20.
23 Consulteepratiche,39,106v.
24 Tanzini,L.（2004）,20-34.通常の公職選出が，（様々

な操作が行われるものの）抽籤を通じて行われるのに対

して，特別委員会の委員は任意に選出される。従って，

特別委員会のメンバーになったという経歴は，政権中枢

との距離の近さを示唆すると解釈できるのである。
25 Tanzini,L.（2004）,28-29;Fubini,R.（2007）,50-

53.cf.Ninci,R.（1991）.
26 StatutidelComunediFirenze,23,1r.この前文に

は・j・即ち「第1条」という番号が振られているが，次

の条項「法規について」（Delegibus）にも同じく・j・と

あって，第1条が二つ存在する。しかし，第3条以降

の番号は「法規について」に続いて振られており，また

内容的にも，「法の起源について」は事実上の前文と見

ることができるので，本稿では両者を区別するために，

「法の起源について」を前文，「法規について」を第1

条として扱う。また，各葉の表ページ（rectus）の右上

部にはインクで通し番号が振られており（近代の書体で

はないが，15世紀の同時代のものとも判断できない），

本稿ではこれに従ってページを示す。但し，第１章の本

文の前にその目次が合計3葉あり，これらにはIIから

IVまでの番号（表紙をIと数えているのか？）が振ら

れている。また，86rには87と番号が書かれ，以下の番

号もそれに続いているため，85vの次は87rにページが

飛ぶことになる。87と書かれたページの右下部分には

86という正しい番号が鉛筆で書き込まれ，以下，これ

に従った番号が右下に振られているが，本稿では混乱を

避けるために，あくまでも右上の番号に従って，該当ペー

ジを示す（即ち，本稿で90rと示すものは，修正された

ページ番号に従えば89rである）。
27 StatutidelComunediFirenze,23,1r.
28 たとえば，第1書第74条:フィレンツェのコンタード

あるいはディストレットのポデスタの任期は，下記の方

法で終えられるべきこと（Chel・oficiodellipodestadi

delcontadoodistrettodiFirenzesipossafarcifinito

l・oficionelloinfrascrittomodo）。StatutidelComune

diFirenze,19,59r.この特殊な前文は1409年条例案に

固有なもので，1415年条例の前文は一般的な形に戻さ

れている。
29 StatutidelComunediFirenze,23,1r.
30 前文の上部に第1章全体のタイトルがついているが，

「キリストの名において。フィレンツェのポーポロとコ

ムーネの条例第 1章は以下のように論じられる」（In

xpinomine./Tractatusprimusstatutorumpopuliet

communisFlorentiae.）という文言のみである。そし

て，その下に「第1条 法の起源について」と簡潔に

記され，「第1条」即ち前文の本文が始まる（図2参照）。

StatutidelComunediFirenze,23,1r.この特殊な前

文は1409年条例案に固有なもので，1415年条例の前文

は一般的な形に戻されている。
31 Tanzini,L.（2004）,51-52.なお，『学説彙纂』の二

つの節の題目は，1409年条例の条項名ほど簡潔ではな

い。Gothofredi,D.（1828）,214,Digesta,LiberI,Tit.

II:Deoriginejuris,etomnium magistratuum,et

successioneprudentium;Gothofredi,D.（1828）,221,

Digesta.,LiberI,Tit.III:Delegibus,senatusque

consultisetlongaconsuetudine.
32 StatutidelComunediFirenze,23,1r-64r.
331StatutidelComunediFirenze,23,65r-169v.
34 StatutidelComunediFirenze,23,171r-184r.勿

論，これを世俗権力たる都市当局が領域内の宗教施設を

一円的に管理しようとした意思の表れと，短絡して考え

るべきではない。むしろ，地域の共同体ごとに行われて

いた管理や修復工事を包括的にまとめて規定しようとし

たと考えられよう。なお，表右上に183と振られた紙が

2葉あり，これらを便宜上c.183aとc.183bとするな

ら，c.183aが実際の182枚目（前述のようにc.87で齟

齬が生じている），c.183bが183枚目となるが，c.184

の次葉（本来のc.185）に186と記され，以降の番号が

これに続くので，齟齬は結局，解消されていない。
35 StatutidelComunediFirenze,23,186r-223v.
36 StatutidelComunediFirenze,23,264r-309r.
37 StatutidelComunediFirenze,23,311r-350r.
38 StatutidelComunediFirenze,23,351r-417v.こ

のうち特別事項がまとめられているのは399r-414rで，

ここには道路の通行や水利等の都市内環境に関する規定

が含まれる。また，414r-416vには結婚・娼婦統制・
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葬儀・洗礼の規定がある。
39 StatutidelComunediFirenze,23,419r-442v.当

然ながら，内容は15世紀初頭の現実に合うように修正

されている。例えば，マニャーティ（豪族）と定義され，

市民権を制限される家門のリストは，14世紀前半に設

定されて同世紀中葉に確立した，街区（クワルティエー

レ）ごとに区分されている。
40 cf.Tanzini,L.（2004）,69-101.
41 たとえば，市内を4つの街区に分割することを規定

した第３条で，サン・ジョヴァンニ街区の旗印を「青地

で，上に金色の十字架が付いて金色の台座に載っている

金色の果実がそこに描かれる」（・sitcampuscoloris

azurinihabensineopomum aureum cum cruce

supereoetpedistalloaureis・）としており，この街区

が設定された直後の1355年のカピターノ条例でも，や

はり同旗印は「金色の果実」と記されている。しかし，

この街区の旗印は通常，青地に金で描かれたサン・ジョ

ヴァンニ洗礼堂と鍵を組み合わせたものであり，14世

紀に年代記を残したジョヴァンニ・ヴィッラーニも，こ

の街区の旗印を「青地で，大聖堂の側から見た，二つの

鍵を添えた金色のサン・ジョヴァンニ洗礼堂が付いてい

る紋章である」 と述べている。 Villani,Giovanni

（1991）,Lib.13,XVIII,343.1355年の条例の規定で

「金の果実」と記されている理由は不明であるが，その

後，半世紀間にわたって実際には「洗礼堂」の旗印が使

われたことは確認されており，それにもかかわらず，

1409年条例案では（そして，1415年条例でも）1355年

条例の記述をほぼそのまま転記しているのである。
42 1394年と1408年の政令では変更してはならない法規

定も挙げられており，グエルファ会（元来，グエルフに

敵対する勢力の監視のために設けられた団体で，正確に

は公的機関ではないが，一種の国政監視機関であった）

に関する規定，商業裁判所に関する規定，同業組合の規

定，マニャーティに関する規定などについて改変が禁じ

られている。改変禁止の理由として，マニャーティ規制

についてはフィレンツェの政治・社会に直接関わる重要

規定であること，グエルファ会や同業組合については，

共和国政治を支える団体の自律に関わる規定であること

が推測されよう。 Provvisioni,Registri,83,248r;

Provvisioni,Registri,97,92r.
43 StatutidelComunediFirenze,23,1v.法的にius

とlexは異なる概念として用いられるが，その区別は必

ずしも明確ではない。ここでは，ius（「法」と訳す）と

はある属性をもった法の全体（例えば「普遍法」ius

commune）を，lex（法文）とは個別の法文ないし条文

を意味するものとする。田中実（2003），42.
44 Fubini,R.（1987）,158-163.Tanzini,L.（2004）,50-

58.三森（2006），6-7;E.FasanoGuarini,op.cit.,pp.

87-88.
45 Lanza,A.（1991）,31:quarta,che,seci�ovolesse

fareinquelloanno,ci�ofunel1401,cheilnostro

Comuneglidonerebbefiorini100.000d・oro;quinta,

chericonfermaseinvicariatoquellocheperbrivilegi

[sic]dal・imperiotenavamo,epi�ucheciconcedesse

insimilemodoArezzo,Montepulcianoetuttel・antre

[sic]terred・imperiochealloratenavamoecc.;Pitti,

Bonaccorso（1991）,89.ここで・imperio・（帝国領域）

という語が使われているのは，当時はもはや実質的な意

味を持たないものの，ヴェネツィアを除く北・中部イタ

リアが理念的に帝国の一部であるからで，アレッツォ等

の支配権を皇帝から認可されたという正当性を主張する

ために，敢えて帝国領域に言及していると思われる。
46 ・DecernimusetiubemusdictamcivitatemFlorentiae

suumquecomitatum territorium etdistrictum et

dictassuprascriptasetinfrascriptascivitatesterres

etlocaperoffitialesacrectorestam civesquam

forensespereudempopulumetcommuneetnonper

aliosquacumquefungerenturauctoritatedeputatos

etelectosvelquomodoliberdeputandosregiet

gubernarideberesecundum formam statutorum et

ordinamentorum dictipopulietcommunisnunc

vigentium velqueinposterum edirentur・（ASF,

Diplomatico,normali,1401,luglio4）,inTanzini,L.

（2004）,18-19.
47 StatutidelComunediFirenze,23,29v:Domini

cum collegiispossuntapprobarestatutacomitatum

[sic].RubricaCxlviiij-Dominiprioresartium et

vexilliferiustitiecum officiissuorum collegiorum

seudueparteseorumutdictumestpossinttamper

seipsosquodperipsorum commisariossemelet

pluries et quotiescumque omnia statuta et

ordinamentaeditaetedendaomniumetsingulorum

communium comitatum castrorum civitatum et

locorum comitatusetdistrictusFlorentievidere

examinare etapprobare que etproutviderint

convenireeteacorrigereetmutareeteisaddereet

detrahereprouthonoridicticommunisflorentieet

utilitatihominumconvenirevidebuntetquodomnia

etsingulaquesemeletseupluriesetquotienscumque

providerintseufecerintimpredictisetcircapredicta

roborishabeantfirmitatem etpossintetdebeant

observarisalvosemperhonoredominioetSignoria

communisFlorentieneceisinaliquoderogando.な

お，巻頭の目次ではこの項目は165条となっている。cf.

Tanzini,L.（2004）,238.
48 Fasano Guarini,E.（1989）,96-97;Tanzini,L.

（2005）,2,3e8;Tanzini,L.（2007b）,45-72.
49 StatutidelComunediFirenze,23,211v:Potestates

teneanturservarestatutacomitatusapprobataet

quodfuiruntapprobatanonpossintpercomunitates

predictascassari.
50 Statutidellecomunit�aautonomeesoggette,754,

1r-63v.Tanzini,L.（2007b）,73-112;徳橋曜（2008），

457-459.
51 ArchiviodiStatodiArezzo,Cancelleriacomunitativa,

002,Lettereescrittureantichediverse,1;Archiviodi

StatodiArezzo,Statutieriforme,4;Archiviodi

StatodiPisa,ComunediPisa,DivisioneB,1.
52 Provvisioni,Registri,97,36r-v.
53 Provvisioni,Registri,97,36v.本文の左に・Adjunctio

15世紀フィレンツェ共和国の領域支配意識

―137―



balievicariiPoderisetpotestatisS.Geminiani・（ポ

デーレのヴィカリオとサン・ジミニャーノのポデスタの

権限の連結）という見出しがあるが，地理的に遠隔であ

る両者の権限が結合されているわけではない。
54 Tanzini,L.（2004）,266.
55 StatutidelComunediFirenze,11,123r-142v.同

様のレーガのリストとその税負担に関する規定は，1409

年条例案にも含まれている。StatutidelComunedi

Firenze,23,216r-219v.
56 第4章の表題はディストレットには言及していない

が，実際にはディストレットに関する内容も含む。
57 StatutidelComunediFirenze,23,186r:Deofficio

etpotestatecapitaneicivitatispisarum:ibid.,196v-

198r:Deofficioetjurisdictionepotestatissancti

Geminianietaliiscomunitatisdicteterre.
58 StatutidelComunediFirenze,23,204v-206v:De

iurisdictione auctoritate etbalia potestatum et

vicariorum comitatusetdistrictusFlorentie;ibid.,

207r:Quod vicarii et capitanei comitatus et

districtusFlorentiaenonpossintprocederecontra

potestatescomitatusveleiusofficales.
59 StatutidelComunediFirenze,23,205r.
60 StatutidelComunediFirenze,23,188v-189r:

Quodcivitasaratinasitinperpetuum decomitatu

Florentie.
61 CivitasAretiicumtotoeiuscomitatuterritorioet

districtu intelligaturim perpetuitatipertinereet

spectarecumomnibussuiscastristerrisvillislociset

cumtotosuocomitatuterritorioetdistrictuetcum

omnibussuisjuribusjurisdictionibuspertinentiis

quibuscunqueaddictumcomuneFlorentieutverum

dominum superiorem etgubernatorem etadminist-

ratorem ipsiuscivitatiscomitatusetdistrictuset

hominium etpersonarum ipsiusetdeipsicivitate

comitatuetdistrictu.Etquoddeceteroimperpetuum

ipsacivitascomitatusterritorium etdistrictusac

hominespersoneetincolequicumquereganturet

gubernenturetregiesseetgubernaridebeantim

perpetuum sub imperio jurisdictione dominio

potestatesignoriaobedientiaetdispositionedicti

communisFlorentie.
62 Archivio diStato diPisa,Comune diPisa,

DivisioneB,1,2r.
63 Brown,A.（2000）；徳橋曜（2008）．これに対して，

注45で挙げたピッティの回想録における・imperio・（ラ

テン語ではimperium）は，皇帝自身に直結する権力や

支配領域を指している。
64 たとえば，Tanzini,L.（2007b）は，Alleoriginidella

Toscanamoderna（近代トスカーナの諸起源）というタ

イトルが象徴するように，フィレンツェと従属共同体の

関係の変化，特にフィレンツェへの集権化傾向の先に

「近代国家」への移行を展望している。

本稿は平成20～23年度科学研究費補助金・基盤研究（C）

（課題番号20520639）の成果の一部である。

（2010年10月20日受付）

（2010年12月15日受理）
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